
第五次千葉県障害者計画　主要施策　管理票 平成２７年度

総合計画等

基本施策

主要施策

◇障害の特性及び障害のある人のニーズに応じたサービス提供体制を構築するため、ホームヘ
ルパー等の福祉職の養成・確保と医学的リハビリテーションに従事する医師の確保、理学療法士
等のリハビリテーション専門職の充実や資質の向上に努めます。
◇ 高齢期に向けた支援については、国における地域の居住支援やサービス提供体制のあり方の
検討状況を注視しながら検討を進めます。
◇ 障害のある人が適切な医療を受けられるよう、「受診サポート手帳」の普及等医療機関との連
携連絡体制づくりに引き続き努めます。また、身近な地域で必要なリハビリテーションを受けられる
よう地域リハビリテーション体制等の充実を図ります。
定期的に歯科健診を受けること又は歯科医療を受けることが困難な障害のある人に対して、巡回
歯科診療車による定期的な歯科健診・歯科保健指導を実施します。
◇ 総合難病相談・支援センターおよび県内９箇所に設置した地域難病相談・支援センターを拠点
として、相談・支援の実施、患者・家族の交流促進、難病への理解促進等を図ります。
◇ 県障害者スポーツ大会の開催及び全国障害者スポーツ大会への選手派遣を通じて、障害のあ
る人のスポーツの普及に努めるとともに、障害のある人がスポーツを行うことができる環境づくりに
取り組みます。2020年パラリンピック東京大会の開催に向けて、国のスポーツ行政の一元化も踏ま
え、選手の育成強化に努めます。また、様々な機会を通じて指導者の資質の向上に努めます。身
近な地域での文化芸術活動に親しむために、参加・発表の機会の確保と参加者の拡大に努めま
す。
◇ 障害のある人が、安心して快適に暮らすことができるまちづくりを推進します。また、道路や建築
物などの公共施設については、バリアフリー化やユニバーサルデザインの普及に努めます。
◇ 障害のある人が、地域社会の中で安全で安心して暮らせるよう、防犯・防災対策の推進、悪質
商法など消費者被害を防止するために、市町村、関係機関等と連携して障害のある人を地域で守
る仕組みづくりを推進します。
◇ 行政・民間団体等により設けられている各種の障害のある人に関するマークは、バリアフリー等
に対応したルールや障害のある人への支援の必要性を伝えるものであると同時に、障害のある人
への理解を促す「心のバリアフリー」につながるものであり、これらのマークの県民への周知と理解
の促進を図るとともに、普及に努めます。

（１）人材の育成と確保
（２）高齢期に向けた支援
（３）保健と医療に関する支援
（４）スポーツと文化活動に対する支援
（５）住まいとまちづくりに関する支援
（６）暮らしの安全・安心に関する支援
（７）障害のある人に関するマーク・標識の周知

８　その他各視点から取り組むべき事項
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主要施策の取組状況等

平成２７年度

【主要施策の取組結果】

【取組結果への対応】
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